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第１章 障がい福祉計画・障がい児福祉計画の位置づけ 

 

１ 策定の背景 

足立区障がい福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以

下、「障害者総合支援法」といいます。）第８８条の規定に基づく「市町村障害福祉計画」として

策定するものです。足立区第６期障がい福祉計画では、第５期計画（平成３０年度～令和２年度）

における年度ごとのサービス見込量の計画と実績の差異の評価や、障がい者（児）数の推移も踏

まえて内容を見直し、サービス見込量等を推算しました。 

足立区障がい児福祉計画は、児童福祉法第３３条２０第１項の規定に基づく「市町村障害児福

祉計画」として策定するものです。足立区第２期障がい児福祉計画では、第１期計画（平成３０

年度～令和２年度）における年度ごとのサービス見込量の計画と実績の差異の評価や、障がい児

の推移も踏まえて内容を見直し、障がい児に関連するサービス見込量等を推算しています。 

足立区第６期障がい福祉計画・足立区第２期障がい児福祉計画は、国が令和２年５月に告示し

た「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一

部を改正する告示」（以下、「基本指針」といいます。）に則して、障害福祉サービス等の提供体制

の確保に係る成果目標及び見込量、地域生活支援事業の実施に関する事項を定めたものです。 

また、基本指針に基づく活動指標のほか、足立区障がい者計画～あだちノーマライゼーション

推進プランⅢ～で掲げた基本理念である「障がいの有無にかかわらず、誰もが住みなれたまちで、

共に安心して生活し続けられる足立区の実現」のために定めた足立区独自の活動指標について、

進捗状況を確認し、後期の目標値を設定しました。 

 

２ 計画の期間 

障がい福祉計画は障害者総合支援法、障がい児福祉計画は児童福祉法に基づき、令和３年度か

ら３年間の計画として策定します。 

年度 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

障がい者計画 

（障害者基本法） 

足立区障がい者計画 

あだちノーマライゼーション推進プランⅢ 

障がい福祉計画 

（障害者総合支援法） 
第５期 障がい福祉計画 第６期 障がい福祉計画 

障がい児福祉計画 

（児童福祉法） 
第１期 障がい児福祉計画 第２期 障がい児福祉計画 
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３ 計画の位置づけ 

足立区第６期障がい福祉計画・足立区第２期障がい児福祉計画は、「足立区基本構想」が掲げる

将来像「協創力でつくる 活力にあふれ 進化し続ける ひと・まち 足立」、及びその実現に向

けた４つの視点（「ひと」「くらし」「まち」「行財政」）に基づいて、施策と活動指標を体系化する

ことにより、調和と整合性を図っています。 

また、足立区基本構想の実現に向けた計画である「足立区基本計画」の障がい者施策に関する

分野別計画として位置づけられている「足立区障がい者計画～あだちノーマライゼーション推進

プランⅢ～」との整合性を図って策定します。 
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第２章 計画策定にあたっての基本的な考え方 

 

１ 国の考え方～成果目標～ 

国は、基本指針において、令和５年度末までの障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提

供体制の確保に係る目標（以下、「成果目標」といいます。）を、以下のように示しています。 

項目 国が示す成果目標 頁 

① 
施設入所者の 

地域生活への移行 

１ 
令和元年度末時点の施設入所者の６％以上が地域生活へ移行

することを基本とする。 
５ 

２ 
令和元年度末時点の施設入所者数から１.６％以上削減するこ

とを基本とする。 
６ 

② 

精神障害にも 

対応した地域包括 

ケアシステムの構築 

 

※都道府県のみ 

 目標値設定 

１ 
精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における生

活日数の平均を３１６日以上とすることを基本とする。 
７ 

２ 

令和５年度末の精神病床における１年以上の長期入院患者数

（６５歳以上・未満）の目標値を、国が提示する推計式を用い

て設定する。 

７ 

３ 

精神病床における早期退院率に関して、入院後３ヶ月時点の退

院率については６９％以上、入院後６ヶ月時点の退院率につい

ては８６％以上及び入院後１年時点の退院率については９

２％以上とすることを基本とする。 

７ 

③ 

地域生活支援拠点 

等が有する機能の 

充実 

地域生活支援拠点等について、令和５年度末までの間、各市町村又

は各圏域に１つ以上確保しつつ、その機能の充実のため、年１回以

上運用状況を検証及び検討することを基本とする。 

７ 

④ 
福祉施設から 

一般就労への移行等 

１ 

令和５年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移

行者数を令和元年度実績の１.２７倍以上とすることを基本と

する。 

あわせて、就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業及び就労

継続支援Ｂ型事業のそれぞれに係る移行者数の目標値を定め

ることとし、それぞれ令和元年度実績の１.３倍以上、概ね１.

２６倍以上及び概ね１.２３倍以上を目指すこととする。 

８ 

２ 

令和５年度における就労移行支援事業等を通じた一般就労へ

の移行者のうち７割が就労定着支援事業を利用することを基

本とする。 

９ 

３ 
就労定着支援事業所のうち就労定着率が８割以上の事業所を

全体の７割以上とすることを基本とする。 
１０ 

⑤ 
障害児支援の 

提供体制の整備等 
１ 

児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも１

か所以上設置することを基本とする。 
１１ 
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⑤ 
障害児支援の 

提供体制の整備等 

２ 

児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施する等によ

り全ての市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制

を構築することを基本とする。 

１１ 

３ 

各都道府県において、難聴児支援のための中核的機能を有する

体制を確保することを基本とする。 

※都道府県のみ目標値設定 

１２ 

４ 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課

後等デイサービス事業所を各市町村又は各圏域に少なくとも

１か所以上確保することを基本とする。 

１２ 

５ 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を設けるとと

もに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置するこ

とを基本とする。 

１３ 

⑥ 
相談支援体制の 

充実・強化等 

各市町村又は各圏域において総合的・専門的な相談支援の実施及び

地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本

とする。 

１４ 

⑦ 
障害福祉サービス等 

の質の向上 

都道府県及び市町村において障害福祉サービス等の質を向上させ

るための取り組みを実施する体制を構築することを基本とする。 
１４ 

 

２ 足立区の考え方 

足立区では、国が示した基本指針や、区における上位計画である足立区基本構想及び基本計画

に基づいて、「足立区障がい者計画～あだちノーマライゼーション推進プランⅢ～」「足立区第５

期障がい福祉計画」「足立区第１期障がい児福祉計画」を策定し、その基本理念である「障がいの

有無にかかわらず、誰もが住みなれたまちで、共に安心して生活し続けられる足立区の実現」に

向けた取り組みを進めてきました。 

足立区第６期障がい福祉計画・足立区第２期障がい児福祉計画の策定にあたり、障がいに関す

る手帳等を有する障がい者・障がい児及び障害福祉サービス等事業所の実態とニーズを明らかに

することを目的として、令和元年度に区内在住の障がい者、障がい児の保護者、区内障害福祉サ

ービス等事業所を対象とした、足立区初のアンケート調査を実施しました。 

また、「足立区障がい者計画～あだちノーマライゼーション推進プランⅢ～」で定めた成果指

標・活動指標について、平成３０年度から令和２年度にかけての進捗状況の確認を行いました（第

４章１参照）。 

アンケート調査の結果から明らかになった実態や課題、ニーズと、平成３０年度から令和２年

度の足立区障がい者計画の進捗状況を踏まえ、新たに示された国の指針や他の足立区の各種関連

計画との整合性や調和を図りながら、第３章で国の成果目標に関する足立区の目標数値を定めま

した。 

あわせて足立区障がい者計画で定めた成果指標・活動指標を見直し、令和３年度から５年度ま

での目標値を設定しています（第４章２参照）。 
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第３章 足立区第６期障がい福祉計画・足立区第２期障がい児福祉計画 

１ 国の成果目標に対する足立区の目標 

【国が示す成果目標①－１】施設入所者の地域生活移行促進 

令和５年度末時点で、令和元年度末の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行すること

を基本とする。 

前期計画では、これまでの地域移行の現状を踏まえ、平成２８年度から令和２年度末にかけ

て施設入所者の６％が地域生活へ移行する目標を設定しました。平成２８年度末時点の６３８

人の入所者のうち、グループホーム等地域生活に移行した障がい者は２１人・３.３％（退所者

の総数は６０人）にとどまっています。 

令和元年度に実施した事業者調査では、地域移行したサービス利用者がいる事業者では、同

様に少数に留まっています。また、都外の施設入所者を対象として実施した生活意向に関する

聴き取り調査（障害支援区分認定調査時にあわせて実施）では、回答のあった９２人のうち約

８割が入所期間５年以上で、今後の生活について、「このまま今の施設で生活を続けたい」が４

１人、「わからない、回答することが難しい、回答できない」が３６人と全体の８割以上を占

め、今後の地域移行の進展が困難な状況が明らかになっています。 

地域移行に積極的に取り組むことが難しい実態はありますが、令和５年度末までの地域移行

者数について、国が求める６％の３８人という目標を設定し、重度障がい者に対応できるグル

ープホームの整備などに努めます。 

足立区の現状（令和元年度末） 足立区の目標（令和５年度末） 

２１人 （３.３％） ３８人 （６.１％） 

【区施策・活動指標とのつながり】 

視点 くらし いつまでも住みなれた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現 

柱立て （２） 
成人期の障がい者がライフステージに応じた支援を受けられる体制の充

実 （障害者総合支援法関連） 

施策 ① 障がい福祉サービスの充実 

活動指標 ８ 

１０ 

共同生活援助（グループホーム）利用者数・区内定員数 （ １頁） 

施設入所支援施設利用者数 （ ３頁） 
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【国が示す成果目標①－２】施設入所者数の削減 

令和５年度末時点の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から１.６％以上削減

することを基本とする。 

施設利用者及びその保護者の高齢化が急速に進んでいる現状を踏まえ、退所する施設入所者

と、新たに入所する地域の障がい者数が均衡すると考え、平成２８年度から令和２年度末にか

けて施設入所者数は同数という目標を設定しました。平成２８年度末時点の入所者数６３８人

に対し、令和元年度末の入所者数は１.９％、１２人減り、６２６人でした。 

令和元年度に実施した障がい者調査は、在宅の方を対象に実施したものですが、将来希望す

る暮らし方として、グループホームや施設への入所を希望する方は全体の約１割であり、約６

割の方は家族との同居やひとり暮らしによる地域での生活を望んでいます。 

こうした調査結果とニーズを踏まえ、令和５年度末に令和元年度末時点の施設入所者数から

１.６％以上削減となる６１４人という目標を設定します。 

足立区の現状（令和元年度末） 足立区の目標（令和５年度末） 

６２６人（１２人・１.９％減） ６１４人（１２人・１.９％減） 

【区施策・活動指標とのつながり】 

視点 くらし いつまでも住みなれた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現 

柱立て （２） 
成人期の障がい者がライフステージに応じた支援を受けられる体制の

充実 （障害者総合支援法関連） 

施策 ① 障がい福祉サービスの充実 

活動指標 １０ 施設入所支援施設利用者数 （ ３頁） 

  



第３章 足立区第６期障がい福祉計画・足立区第２期障がい児福祉計画 

１ 国の成果目標に対する足立区の目標 

 

 

【国が示す成果目標②－１・２・３】精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

以下の成果目標は、都道府県が目標値を設定します。 

精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における生活日数の平均を３１６日以上と 

することを基本とする。 
 

令和５年度末の精神病床における１年以上の長期入院患者数（６５歳以上・未満）の目標値

を、国が提示する推計式を用いて設定する。 
 

精神病床における早期退院率に関して、入院後３ヶ月時点の退院率については６９％以上、 

入院後６ヶ月時点の退院率については８６％以上及び入院後１年時点の退院率については 

９２％以上とすることを基本とする。 

 

【国が示す成果目標③】地域生活支援拠点の整備 

地域生活支援拠点等について、令和５年度末までの間、各市町村又は各圏域に１つ以上確保

しつつ、その機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証及び検討することを基本とす

る。 

地域生活支援拠点について、必要な各機能を関係機関で分担する、いわゆる面的整備で令和

２年度中の設置を予定しています。国の成果目標は、その機能の充実を目的とした運用状況の

検証及び検討をすることとしているので、足立区地域自立支援協議会で運用状況の検証・検討

を実施する方向で調整しています。 

事業者調査の結果では、特に「緊急時の受け入れ」、「相談支援の充実」、「専門的人材の確

保」、「地域の連携体制」の体制整備の必要性が挙げられており、それらの機能の充実に向けた

取り組みが必要です。 

足立区の現状（令和元年度末） 足立区の目標（令和５年度末） 

未実施 自立支援協議会において実施 

【区施策・活動指標とのつながり】 

視点 くらし いつまでも住みなれた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現 

柱立て （５） 重度化・高齢化を見据えた拠点づくり 

施策 ① 地域生活支援拠点の整備 

活動指標 １ 地域生活支援拠点の整備 （ ４頁） 

  



第３章 足立区第６期障がい福祉計画・足立区第２期障がい児福祉計画 

１ 国の成果目標に対する足立区の目標 

 

 

【国が示す成果目標④－１】就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行した者 

令和５年度中に、就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を令和元年度実績の

１.２７倍以上とすることを基本とする。 

平成２８年度に福祉施設から一般就労への移行者は８７人、令和元年度実績では１.２８倍の

１１１人と、前期の目標値である１.５倍には届きませんでした。 

事業者調査の結果では、回答のあった１３４事業所のうち、就労移行支援事業のサービス利

用者がいる事業所は５.２％であり、就労継続支援Ａ型事業は３.７％、就労継続支援Ｂ型事業

は９.７％となっています。充実を期待する足立区の障がい福祉施策として、１８歳以上の障が

い者調査では精神障がい者における「就労・就学支援の充実」の希望が高く、１８歳未満の障

がい児調査でも「就労支援の充実」が最も高くなっており、就業可能な年齢の障がい者や将来

就業する障がい児への支援を充実させていく必要があります。 

こうした実態やニーズを踏まえ、令和５年度末に就労移行支援事業等を通じて一般就労に移

行した者の目標値を１４１人と設定します。 

足立区の現状（令和元年度末） 足立区の目標（令和５年度末） 

１１１人（１.２８倍） １４１人（１.２７倍） 

【区施策・活動指標とのつながり】 

視点 くらし いつまでも住みなれた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現 

柱立て （３） 
就労支援の充実 （それぞれの特性に合わせていきいきと働くための支

援） 

施策 ① 就労支援サービスの充実 

活動指標 ４ 就労移行支援事業等を通じて一般就労した者への支援 （７８頁） 

  



第３章 足立区第６期障がい福祉計画・足立区第２期障がい児福祉計画 

１ 国の成果目標に対する足立区の目標 

 

 

【国が示す成果目標④－２】 

就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行した者のうち、就労定着支援を利用した者の割合 

令和５年度における就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者のうち７割が就労定

着支援事業を利用することを基本とする。 

この成果目標は、今回改定された基本指針で初めて設定されたものです。 

障がい者調査において、就労継続意向及び就労意向のある人の悩みや不安として、「給与が希

望より少ない」や「体調や障がい、精神面の状態の維持が難しい」が多くなっています。就業

を継続するためには、働きやすい環境に調整するための支援が必要になっています。 

こうした調査結果やニーズを踏まえ、就労定着支援事業を活用し、就労を継続できるよう、

令和５年度に就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行した者の目標値である１４１人の７

割、９９人が就労定着支援を利用する目標を設定します。 

足立区の現状（令和元年度末） 足立区の目標（令和５年度末） 

７７人（６６.７％） ９９人（７０.２％） 

【区施策・活動指標とのつながり】 

視点 くらし いつまでも住みなれた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現 

柱立て （３） 
就労支援の充実 （それぞれの特性に合わせていきいきと働くための支

援） 

施策 ① 就労支援サービスの充実 

活動指標 ５ 就労定着支援事業利用者数 （７９頁） 

  



第３章 足立区第６期障がい福祉計画・足立区第２期障がい児福祉計画 

１ 国の成果目標に対する足立区の目標 

 

 

【国が示す成果目標④－３】就労定着率が８割以上の就労定着支援事業所数 

就労定着支援事業所のうち就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上とすることを

基本とする。 

この成果目標も、上記④－２と同様に、今回の基本指針で初めて設定されたものです。 

就労定着支援事業は平成３０年度から制度化されたもので、初年度は８８人だった支給決定

者数は、令和元年度には１５０人まで増えています。事業所数も、制度施行時は３か所でした

が、令和３年１月には１２か所まで増えました。 

１８歳以上の障がい者調査では、一般就労・就労継続支援Ａ型で就労している人の約７割が

働き続ける上で何らかの悩みや不安を抱えています。 

こうした調査結果やニーズを踏まえ、就労定着支援１２事業所の７５％、９事業所の就労定

着率が８割以上となる目標を設定します。 

足立区の現状（令和元年度末） 足立区の目標（令和５年度末） 

７事業所 （６３.６％） ９事業所 （７５.０％） 

【区施策・活動指標とのつながり】 

視点 くらし いつまでも住みなれた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現 

柱立て （３） 
就労支援の充実 （それぞれの特性に合わせていきいきと働くための支

援） 

施策 ① 就労支援サービスの充実 

活動指標 ５ 就労定着支援事業利用者数 （７９頁） 

  



第３章 足立区第６期障がい福祉計画・足立区第２期障がい児福祉計画 

１ 国の成果目標に対する足立区の目標 

 

 

【国が示す成果目標⑤－１】児童発達支援センターの設置 

令和５年度末までに児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも１か所以上

設置することを基本とする。 

足立区では、平成２８年度末時点で児童発達支援センターを３か所設置していましたが、障

がい特性が多様化する中、令和２年度末までに増設を目指していました。 

達成には至りませんでしたが、支援を必要とする乳幼児に対して、より手厚い支援を提供で

きるよう、引き続き増設に向けた取り組みを実施し、早期の開設を目指します。 

足立区の現状（令和元年度末） 足立区の目標（令和５年度末） 

設置済（３か所） ３か所 

【区施策・活動指標とのつながり】 

視点 くらし いつまでも住みなれた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現 

柱立て （１） 
乳幼児期から青年期までの切れ目のない支援の充実と多様な連携によ

る療育・教育・福祉サービスの構築 

施策 ② 乳幼児期の取り組みの充実 

活動指標 ４ 児童発達支援施設利用者数・利用日数 （４８頁） 

 

【国が示す成果目標⑤－２】保育所等訪問支援事業の実施体制構築 

令和５年度末までに児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施する等により全ての

市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。 

１８歳未満の障がい児調査では、「通園先の保育園などを訪問して行う適応指導など（保育所

等訪問支援）」を利用している障がい児は約５％にとどまっており、事業を活用できていないケ

ースが多いと考えられます。保育所等の先生、保護者への助言を通じて、より多くの障がい児

が落ち着いて集団生活が送れるように支援を行っていくことが望まれます。 

事業をより積極的に活用していくために、令和５年度末までに保育所等訪問支援事業所を１

か所増やして６か所にするという目標を設定します。 

足立区の現状（令和元年度末） 足立区の目標（令和５年度末） 

実施済（５か所） ６か所 

【区施策・活動指標とのつながり】 

視点 くらし いつまでも住みなれた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現 

柱立て （１） 
乳幼児期から青年期までの切れ目のない支援の充実と多様な連携による

療育・教育・福祉サービスの構築 

施策 ① 早期発見・相談・療育の仕組みづくり 

活動指標 １ 保育所等訪問支援利用者数・利用日数 （４０頁） 



第３章 足立区第６期障がい福祉計画・足立区第２期障がい児福祉計画 

１ 国の成果目標に対する足立区の目標 

 

 

【国が示す成果目標⑤－３】難聴児支援中核機能体制の確保 

以下の成果目標は、都道府県が目標値を設定します。 

令和５年度末までに各都道府県において、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を

確保することを基本とする。 

 

【国が示す成果目標⑤－４】主に重症心身障害児を支援する障害児通所支援事業所の確保 

令和５年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ

サービス事業所を各市町村又は各圏域に少なくとも１か所以上確保することを基本とす

る。 

現時点において、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所が４か所、放課後等

デイサービス事業所が 1 か所設置されています。１８歳未満の障がい児調査では、現在利用し

ているサービスとして「放課後や休日に通って受ける訓練（放課後等デイサービス）」が半数弱

で最も高く、「療育（児童発達支援）」が次に続くなど、ニーズの高い事業です。 

国の成果目標を超えてはいますが、それぞれ１事業所ずつの増設を目標とします。 

足立区の現状（令和元年度末） 足立区の目標（令和５年度末） 

児童発達支援事業所 ４か所 児童発達支援事業所 ５か所 

放課後等デイサービス事業所 １か所 放課後等デイサービス事業所 ２か所 

【区施策・活動指標とのつながり】 

視点 くらし いつまでも住みなれた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現 

柱立て （１） 
乳幼児期から青年期までの切れ目のない支援の充実と多様な連携による

療育・教育・福祉サービスの構築 

施策 ② 

③ 

乳幼児期の取り組みの充実 

学齢期の取り組みの充実 

活動指標 ４ 

２ 

児童発達支援施設利用者数・利用日数 （４８頁） 

放課後等デイサービス施設利用者数・利用日数 （５１頁） 

  



第３章 足立区第６期障がい福祉計画・足立区第２期障がい児福祉計画 

１ 国の成果目標に対する足立区の目標 

 

 

【国が示す成果目標⑤－５】医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 

令和５年度末までに医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を設けるとともに、医

療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。 

足立区では、令和元年度に医療的ケア児ネットワーク協議会を設置しており、医療的ケア児

とその家族への支援について意見交換を行っています。 

事業者調査では、サービスの提供における課題として「医療的ケアへの対応が難しい」が約

１６％となっており、医療的ケア児等及びその家族が地域で安心して暮らしていくことができ

るよう、総合的に調整を行う立場としてコーディネーターを配置することが望まれます。 

令和元年度時点で、医療的ケア児コーディネーター研修を受講した区職員は５人ですが、コ

ーディネーターとして配置されているわけではありません。 

医療的ケア児ネットワーク協議会の意見を参考に、医療的ケア児の相談体制のあり方を検討

し、令和５年度末までに区内に３人配置するという目標を設定します。 

足立区の現状（令和元年度末） 足立区の目標（令和５年度末） 

なし ３人 

【区施策・活動指標とのつながり】 

視点 くらし いつまでも住みなれた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現 

柱立て （１） 
乳幼児期から青年期までの切れ目のない支援の充実と多様な連携によ

る療育・教育・福祉サービスの構築 

施策 ① 早期発見・相談・療育の仕組みづくり 

活動指標 ５ 医療的ケア児コーディネーターの配置人数 （ ４頁） 

  



第３章 足立区第６期障がい福祉計画・足立区第２期障がい児福祉計画 

１ 国の成果目標に対する足立区の目標 

 

 

【国が示す成果目標⑥】相談支援体制の充実・強化等 

令和５年度末までに各市町村又は各圏域において総合的・専門的な相談支援の実施及び地

域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とする。 

この成果目標も、今回の基本指針で初めて設定されたものです。 

総合的・専門的な相談支援を担う基幹相談支援センターは、区立の障がい福祉センター自立

生活支援室が担い、区内相談支援事業所を対象としたネットワーク会議を年６回程度開催し、

相談支援専門員による支援の質の向上に取り組んでいます。 

一方で相談支援事業所数は伸び悩み、計画相談支援・障害児相談支援の支給決定者も頭打ち

となっています。相談支援体制を充実・強化するために、まず事業所を増やすことが一番の課

題であると考えられることから、足立区の成果目標を相談支援事業所数の増とし、令和５年度

末までに５０事業所とする目標に向けて取り組みます。 

足立区の現状（令和元年度末） 足立区の目標（令和５年度末） 

２８事業所 ５０事業所 

【区施策・活動指標とのつながり】 

視点 くらし いつまでも住みなれた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現 

柱立て （６） 相談支援体制の強化 

施策 ① 相談支援体制の強化・充実 

活動指標 ２ 指定特定・指定障害児相談支援事業所数 （ ６頁） 

 

【国が示す成果目標⑦】 障害福祉サービス等の質の向上 

障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組みを実施する体制を構築する。 

この成果目標も、今回の基本指針で初めて設定されたものです。 

サービスの質を向上させる取り組みについては、「サービス見込量及び確保のための方策（第

３章３、１９頁以降）」及び「活動指標の進捗状況と次期取り組み方針（第４章２、２６頁以

降）」の中で、それぞれに質の向上という視点を盛り込みます。また、質の向上を評価する仕組

みについて検討します。 
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２ 目標達成のための「足立区障がい者計画」施策体系図 
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３ サービス見込量及び確保のための方策 

 

 

３ サービス見込量及び確保のための方策 

 

この項は、基本指針により市町村が定めるとされている、「各年度における指定障害福祉

サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のた

めの方策」について整理したものです。 

足立区第５期障がい福祉計画・足立区第１期障がい児福祉計画期間における実績（令和

２年度は推計値）と、アンケート調査から明らかになったニーズ等を踏まえ、令和３年度

から令和５年度までの見込量を算出しました。各サービスの見込量は、それぞれ区が定め

た活動指標と連動していますので、個々のサービスの詳細は該当頁を参照ください。 

 

 

【訪問系サービス】 

 

■ 現状 

足立区の障がい者の年齢構成比は、身体障がい者や難病医療費助成対象者では半数以上が６５

歳以上となっており、今後も高齢化が進むことで介護保険サービスに切り替わる障がい者の増加

が想定されます。また、手帳等を保有する障がい者の数は年々増加傾向が続いており、重度障害

者等包括支援以外のサービス利用実績も概ね増加傾向にあり、令和３年度から５年度にかけても

増加が見込まれます。 

一方、事業者調査では、事業所経営の課題として「職員の確保が難しい」と回答した事業所が

６５.７％あり、新規のサービス提供依頼についても、対応できている事業所は３９.６％にとど

まっています。また、サービス提供における課題について、「量的に利用者の希望に応えられな

い」が３０.６％あり、「質的に応えられない」の１５.７％を大きく上回るなど、すべてのサー

ビスにおいて人材の確保が一番の課題となっています。 

■ 確保のための方策 

支援を必要とする人が、必要とする場面で希望どおりに利用することができるよう、体制の整

備を進めなければいけません。人材不足は医療・介護や保育分野における共通の課題であり、関

係所管と連携しながら、障がい福祉サービスの人材確保に取り組みます。 
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【日中活動系サービス（介護給付）】 

 

■ 現状 

利用実績は全体的に概ね増加傾向であるため、令和３年度から５年度にかけても増加を見込ん

でいます。 

なかでも生活介護は、利用者数・利用量とも増加しており、１８歳以上の障がい者調査におい

ても、現在利用しているサービスに対して「今後も利用したい」と答えた方が多く、引き続き増

加が見込まれます。 

療養介護については、入院患者を対象に、医療機関において日中提供される支援であることか

ら、利用実績が少なく、対象者も限られていることから、横ばいを想定しています。 

短期入所については、福祉型はレスパイトとして家族支援のニーズが、医療型は医療的ケアの

必要な利用者対応のニーズがあり、今後もそれぞれ利用の増加が見込まれます。特に１８歳未満

の障がい児調査では、現在利用しているサービスのうち「一時的な預かり（ショートステイ・日

中一時支援）」の割合が１割強であるのに対して、今後利用したいサービスとしては４割強にな

っており、潜在的なニーズが高いことがうかがえます。 

また、中重度の障がい者に対応し、比較的長期間受け入れてもらえる事業所が都内に少なく、

区内の短期入所は予約をするのも困難で緊急時の利用が見込めず、青森県や長崎県などの遠方へ

行かないと利用できない状況も生じています。 

■ 確保のための方策 

重度の利用者に対応可能な生活介護は、特別支援学校高等部を卒業してくる生徒の動向（障が

い程度や居住地等）を長期的に把握し、現状の区内事業所の地理的配置状況も考慮しつつ作成し

た「足立区障がい福祉施設整備方針（平成２６年４月策定）」に基づき、社会福祉法人等との協

働により整備を進めます。 

短期入所については共同生活援助（グループホーム）の整備時に、あわせて短期入所機能の付

加を検討してもらうなど、区内や近郊で利用できる体制の整備が求められます。 
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【日中活動系サービス（訓練等給付）】 

 

■ 現状 

自立訓練については、機能訓練及び生活訓練、宿泊型自立訓練いずれも、年度によって実績に

差があるものの、障がい者調査では、今後利用したいという回答が多くなっています。標準利用

期間が定められているサービスのため、利用者数自体が伸びることを見込んでいませんが、生活

訓練は精神障がいの利用者が増えていることから、微増の見込みとなっています。 

就労移行支援については、区内外を問わず事業所が増えており、利用者数も増加傾向が続いて

いることから、今後も増加を見込んでいます。 

就労継続支援Ａ型については、障がい者調査で利用希望が多いサービスのひとつになっていま

すが、平成３０年度の報酬改定で報酬が低く抑えられたことから、新規で参入する事業者はなく

なり、既存の事業所の撤退や他事業への変更もみられることから、横ばいとしました。 

就労継続支援Ｂ型については、過去３年の利用実績が増加傾向にあり、今後も地域における障

がい者雇用に代わる場としての役割が高まることが想定されます。 

就労定着支援については、一般就労への移行者に対する定着支援の重要性が認識され、国の基

本指針においても、定着支援利用者の割合を高める成果目標が設定されていることから、今後も

利用の増加を見込んでいます。 

■ 確保のための方策 

就労系の日中活動サービスは、これまで区が計画的に整備に取り組まなくても、事業者が増え

てきましたが、一方で作業の内容や工賃の支給をめぐるトラブルも少なからず発生しています。

就労系サービスのネットワークを活用し、質の向上に向けた研修の実施などの支援体制を構築し

ます。 
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【居住系サービス】 

 

■ 現状 

共同生活援助については、施設入所者数の削減と地域移行の推進に取り組んできたことによ

り、過去３年間で利用者数が増加しており、今後も増加傾向が続くことが想定されます。 

施設入所支援については、引き続き入所者数の削減に取り組むことから、見込量も減少を想定

しています。一方、障がい者の高齢化・重度化、保護者の高齢化に伴う「親なき後」対応等によ

り、施設入所を必要する障がい者も一定数見込まれることから、十分なサービスの提供ができる

よう、調整を図ります。 

■ 確保のための方策 

区内の共同生活援助事業所数は増えていますが、中重度を対象とした事業所は圧倒的に不足し

ています。地域移行を促進し、障がい者が地域において自立した生活を送れるよう、新規開設希

望事業者に重度対応を要望するなど、ニーズに対応できるサービス量の確保に取り組みます。 

 

【相談支援】 

 

■ 現状 

平成２７年度よりサービス等利用計画の作成が求められたことから、計画相談支援利用者数は

増加しています。しかし、相談支援事業所が思うように増えず、相談支援専門員は増えても、セ

ルフプラン（相談支援専門員以外の者が作成したサービス等利用計画）の割合が減少しません。 

地域移行支援、地域定着支援については、施設入所者の地域移行や精神障がい者の退院促進に

必要不可欠なサービスですが、希望者は概ね利用できている状況にあります。 

■ 確保のための方策 

国に相談支援の報酬見直しを求めつつ、計画相談支援事業所未設置の法人への働きかけを行

い、あわせて未従事の相談支援専門員有資格者の活用を求めていきます。 
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【障害児通所支援】 

 

■ 現状 

障害児通所支援については、増加傾向が続いており、今後も増加が見込まれます。１８歳未満

の障がい児調査では、充実を期待する障がい福祉施策として、「療育・就学支援の充実」が高く

なっており、ニーズに対応できるよう、体制の整備を進めます。 

唯一利用実績のない居宅訪問型児童発達支援は、事業者調査でも実施を検討している事業所は

ありませんでした。今後もニーズの把握に努め、区内での居宅訪問型の実施を検討します。 

放課後等デイサービスについては、事業所数が増加したことで、定員が埋まらない事業所があ

る一方で、利用希望を断らざるを得ない状況が続き、２か所目・３か所目を開設する事業所もあ

るなど、二極化の傾向にあります。利用児童に対する、障がい者虐待ともとれる不適切な支援の

通報が減らず、サービスの質の向上が重要な課題となっています。 

■ 確保のための方策 

医療的ケア児や重症心身障がい児に対応できる児童発達支援や放課後等デイサービス事業所が

少ないことから、既存の事業所のみならず、今後区内に新規開設を予定する法人等に働きかけ、

体制の整備を進めます。 

放課後等デイサービスの事業所はこれからも増加が見込まれますが、質の向上に向けた効果

的・効率的な支援の方法について、引き続き検討します。 

 

【障害児相談支援】 

■ 現状 

障害児相談支援については、実績数は大きく変化がないものの、障害児通所支援の利用者は増

えていることから、セルフプランの割合が増えています。計画相談支援同様、適切なサービス利

用を進めるためにも、相談支援体制の充実に努めます。 
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【地域生活支援事業】 

 

■ 現状 

日常生活用具の給付については、地域で生活する障がい者から申請があった場合に、必要に応

じて給付しているため、同じ品目でも年度によって増減があり、実績も一概に増加傾向にあると

はいえません。給付品目・給付額に関しては適宜見直しを実施しており、令和２年１０月からは

在宅の人工呼吸器使用者等を対象に、外出支援の目的でポータブル電源等を追加しています。 

移動支援については、利用者数の増加が続いていましたが、令和元年度末と２年度当初は新型

コロナウイルス感染症の影響による外出自粛から、実績が下がりました。また従事者の確保が課

題となっていることから、令和３年度より委託料の改定を行う予定です。 

地域活動支援センターについては、障がい別に状況が異なります。 

視覚・聴覚・肢体不自由・高次脳機能障がい者の地域活動支援センターは、障がいごとの活動

に一定のニーズがあり、利用者数は横ばい傾向ですが、利用者の高齢化が課題となっています。

一方で、知的障がい者の地域活動支援センター支給決定者数は、減少傾向にあります。就労継続

支援事業の利用が年齢的に難しくなった知的障がい者の移行を想定していましたが、移行は進ま

ず、就労継続支援の高齢化が顕著です。精神障がい者の地域活動支援センター登録者数は様々な

利用が可能なことから、増加傾向が続いています。 

日中保護については、事業規模は小さいながら一定の利用希望があり、実施する事業所を増や

すことができれば、さらに利用は増えるものと思われますが、なかなか事業所を増やすことがで

きません。 

■ 確保のための方策 

日常生活用具の給付については、給付品目と給付額を実情等に応じて適宜見直し、技術革新等

にも対応しながら、日常生活の利便性を高める支援を継続します。 

移動支援については、令和２年度は開催できなかった移動支援従事者養成研修（２６頁）につ

いて、開催方法を工夫しながら実施し、従事者の養成に努めます。 

地域活動支援センターについては、自立支援給付の日中活動サービスと同様に、支援の質を高

める方策を検討し、安定的な運営を図ります。 

日中保護については、短期入所事業所の増設とあわせ、日中保護の実施についても働きかけ、

利用できる事業所の増を目指します。


